
（７）売払番号 1（３１７す１林小班）及び売払番号２（３５３る３林小班）の立木に 

巻いてある剥皮害防止テープについては、契約後に塩那森林管理署で令和６年１月末

までに撤去します。 

    

１４ お問い合わせ 

    不明の点については、下記までお問い合わせください。 

    〈問合せ先〉 

      塩那森林管理署 業務グループ（経営担当） 

     電話番号：０２８７－２８－３１２５                                                                 

 お知らせ 

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程（平成１９

年農林水産省訓令第２２号）が制定されています。第三者から不当な働きかけを受けた場合に

は、この規程に基づきその事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施していま

す。 

  詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧

ください。 

 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html 

 


